
第６回 総合計画策定審議会

平成27年11月20日
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行政改革推進委員会（答申）について

議題（１）
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行政改革推進プラン（答申）について
平成２７年１０月２８日提出
「第２次総合計画に係る行政改革推進プラン（答申）～清流輝く美しい都市
「みずほ」の明るい未来、持続可能なまちづくりに向けて～

【総合計画について】

●魅力あるまちづくりを進めていくための羅針盤として、十分機能すること

●限りある行政資源を有効かつ効果的に活用すること

●「選択と集中」の視点や予算との連動性を強めること

●具体的な目標値（成果指標）の設定に努めること

●計画の着実な進捗管理につながる仕組みを構築すること

●実効性ある計画にしていくこと

●自主、自立の精神を念頭に置いた計画にしていくこと
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【行政改革推進プランについて】

（１） 持続可能な都市経営の視点から
●積極的に行政改革を進めていくことが必要である

●引き続き財政基盤の強化等を図っていく必要がある

●瑞穂市の持続可能な都市経営を実現すること

●これまでの縦割り的な政策から脱却し、縦にも横にも繋げた考え方やこれまでの

発想から転換した新たな政策展開

●結果重視型の行政運営への転換

●「経常収支比率」や「実施公債費比率」などの指標へのバランス

●行政運営における経営方針が必要

●市の裁量権の働く政策的経費の縮減を実現

●毎年度の収支が黒字化され、基金や起債の保有状況が適正な状態

●自主財源比率が高くなれば、自立安定した財政運営が期待できる

【基本的な考え方】

「経営的視点による行政改革を実施し、選択と集中による再編や見
直しなどにより、財政の健全化を図るとともに、時代に合った行政
サービスの提供を目指す。」

-4-



【行政改革推進プランについて】

（２） 本市が目指すべき目標の視点から（意見・提案）
●公共下水道の整備について、市民の意思を集約し決断すべき時期に来ている

市にとって必要な施策であるとの合意形成が可能であれば、財政的制約に拘泥

することなく、積極的に取り組むべき（意見）

●公共交通充実のための補完策⇒高齢者向けタクシー（提案）

●駅の再開発、市民からの意見を集めるなど（意見）

●子育て支援策の早期実現、待機児童をゼロに、出生率向上の実現（意見）

●晩婚化と独身者の増加に対応した取り組みの推進（意見）

●医療、福祉、介護の充実（意見）

●高齢者が積極的に活躍しすることを可能とする施策の実施（意見）

●教育環境の整備に力を入れていくべき（意見）

●防災・防犯対策の充実（意見）

●「まちの発展は経済から」（意見）

●市職員数の確保と資質向上（意見）

●地域の絆を深める「祭り」の開催検討（意見）
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【行政改革推進プランについて】

（３） 財政的制約（条件）とマネジメントの必要性の視点から

【現状】
これまで、第二次行政改革大綱を
策定し、効率的な財政運営を目指
してきた

【課題】
・迅速で最大効果が得られる政策の決定や
仕組みづくり

・地方分権への対応と組織づくり
・計画的な人材育成

【現状】
地方分権の進展により、自治体に
求められる役割が増大している

【課題】
・サービス向上と経費削減の両立
・事務事業の見直し ・民間委託の推進
・様々な主体との連携による民間活力の導入
・公共施設等の有効活用
・都市間交流、広域行政の更なる検討

【現状】
自立した経営を続けていくために
は、財政面での健全性が不可欠

【課題】
・質の高い財政運営の実現
・健全な財政運営
・厳しい財政予測に対応した取り組み
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【行政改革推進プランについて】

（３） 財政的制約（条件）とマネジメントの必要性の視点から

健全な財政運営の実現

政策財務の推進 財政基盤の強化 歳出の最適化

分野横断的な課題に対し、総合的かつ戦略的な施策
を創出するマネジメントの仕組みづくり

総務省が提唱するＢＰＲ手法やＩＣＴを活用した業
務の見直しを進め効率化することや、庶務業務等内部
管理業務の見直しなどについて検討すべき。
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まとめ Ⅰ
項目 「歳出の最適化の推進」

【目標】 実質公債費比率で「３．０％」以内
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まとめ Ⅱ
項目 「公共施設等総合管理計画の推進」

【目標】 公共建築物の総延床面積の縮減

「40年間で30％縮減」
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まとめ Ⅲ
項目 「行政改革推進プランイメージ」
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まとめ Ⅳ

項目 「提言」
●総合計画の基本理念は、「発展・持続可能なまちづくり」であるはず

●「地方創生」はある意味で都市間競争の激化にもつながる諸刃の剣

●当市の財政面での健全性は、現時点で他自治体と比べ優位性が認められる

●メリハリの効いた施策に取り組むことができる可能性を有している

●大規模公共事業に踏み込めば、状況は一変する

●市民も一体となって市全体で取り組むべき課題を熟慮することで結論が導きだ

されるはず

●行政改革は、熟慮型民主主義によって市民が主体的に自分たちのことを考え

るひとつのきっかけにすぎない

●市民との課題共有を深めながら施策が進められることを節に願う
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基本構想骨子（案）について

議題（２）
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基本構想の骨子案について①
＜目 次＞

第１編 序論
第１章 計画策定にあたって
１ 計画策定の背景・目的
２ 計画の構成と期間

第２章 計画策定の背景
１ 時代潮流
２ 瑞穂市の特性と課題
３ 市民意向

第３章 まちづくりの課題

【背景・目的】 計画策定に際しての５つの視点

① 市民に分かりやすい計画

② 現状を把握したうえでの計画

③ 市民、議会、市の協働による計画

④ 市の特性・強みを生かした計画

⑤ 実効性のある総合計画

【市の特性】

瑞穂市の特性（強み・弱み）、市民アンケートの結果

市民検討会議の結果

【構成・期間】

計画期間：Ｈ28～Ｈ37の10年間

基本構想・基本計画・実施計画で構成

前期５年間で見直し

実施計画は２年間（毎年ローリング方式）

【まちづくりの課題】

特性、課題、市民意向等を踏まえ、意識すべきまちづく
りの課題を整理
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基本構想の骨子案について②

14

＜目 次＞

第２編 基本構想

第１章 まちの将来像

第２章 めざすまちづくりの方向性

１ 基本指標

２ 将来都市構造

まちの将来像（案）

「誰もが未来を描くことができるまち 瑞穂」

【実現に向けた４つの視点】

「育」・・・子どもや若い世代、地域、産業の育成

「住」・・・良好な住環境の維持

「安」・・・安全・安心な暮らしを守る

「活」・・・まちの資源や人のを活かす

【基本指標】

（１）目標人口・・・・５５，０００人（平成３７年）

（２）年齢別人口

（３）財政見込み

【将来都市構造】

○一体的・効率的な市街地の形成

○地区の交流を促す拠点の形成

○地域間と広域のネットワークの充実
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基本構想の骨子案について③

＜目 次＞

第３章 まちづくりの基本目標

１ 基本目標と重点的取り組み

２ 施策の大綱

第４章 基本構想の推進に向けて

基本目標（案）
１ 「防犯・基盤・防災」

防犯、防災、市街地、交通、上下水

２ 「自治・環境」
環境、緑化

３ 「福祉」
福祉、健康

４ 「教育」
子育て、教育、歴史・文化、生涯学習

５ 「産業」
農業、商工業、雇用、観光

６ 「行革・まちづくり」

行財政、協働のまちづくり、情報化

【基本構想の推進に向けて】

（１）ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理

（２）地方創生に基づく取り組みの推進

（３）協働と自主自立によるまちづくりの浸透と実践

（４）行政経営の観点からの信頼される市政運営
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「まちの将来像」について

豊かな
自然

交通の
要衝

歴史・
文化

恵まれた
住環境

住みやすいまちとして発展してきた

第１次総合計画では、「市民参加・協働のまちづ
くり」を掲げ

市民と行政が一体となったまちづくりを推
進してきた

人々のライフスタイルや価値観が多様化、人口減少・少子高齢化、社会経済のグローバル化、市民ニー

ズの多様化など、かつて経験したことのない時代を迎え、人々は漠然とした不安を抱えており、こ
うした傾向の広がりは、将来の市政全般にとって大きな影響を及ぼすものと考えられる

このまちで「生まれ」、｢育ち」、「暮らし」

誰もが明るい未来を描くことができる環境
を整え、自分のまちとしての「愛着」や「誇
り」・「育成」の風土を一層高めていくことが
重要になる

明るい未来を描くことができる環境とは、

まちの「強み」を伸ばしながら、選択と集
中により、これからの時代にあったまちの
姿を創造し、未来に向け着実に前進して
いくこと

まちの将来像 「誰もが未来を描くことができるまち 瑞穂」
４つの基本視点

「育」・・・子どもや若い世代、地域、産業を育成する
「住」・・・生活の基本となる良好な住環境を維持する
「安」・・・誰もが安全で安心な暮らしを守る
「活」・・・まちの資源や人を活かす
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今後のスケジュール

●１１月２７日～１２月１５日 １２月議会定例会 基本構想（案）提示

●１月中旬～２月中旬 総合計画に関するパブリックコメント 募集

●２月末～３月 ３月議会定例会 第２次総合計画議案上程

●１月１８日 ～ 総合計画に関する地域別懇談会 （小学校区単位）

日 程 対象地区 場 所

１月１８日（月） 生津地区 本田コミュニティセンター

１月１９日（火） 本田地区 本田コミュニティセンター

１月２１日（木） 穂積地区 総合センター

１月２２日（金） 牛牧地区 牛牧南部コミュニティセンター

１月２５日（月） 西地区 巣南庁舎 ２階 大会議室

１月２６日（火） 中地区 巣南庁舎 ２階 大会議室

１月２７日（水） 南地区 巣南庁舎 ２階 大会議室

予

定
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今後のスケジュール（案）

●１１月２０日 第６回 総計審議会 基本構想骨子（案）

●１月 中旬 第７回 総計審議会 基本構想案の決定

・基本計画等の審議

・答申素案の検討

●２月 上旬 第８回 総計審議会 基本計画案の決定

・基本計画等の審議

・答申案の提示

●２月 中旬 第９回 総計審議会 答申決定 ⇒ 市へ提出
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瑞穂市まち・ひと・しごと創生
総合戦略について

議題（３）
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瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略

平成２７年１０月２７日策定

「瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、国や岐阜県が示す方向性を踏ま
えるとともに、瑞穂市の総合計画や、各戸別計画との整合性に留意し、本市の人
口の展望を示す「瑞穂市人口ビジョン」及び人口減少を克服するために今後取り
組む施策をまとめた「瑞穂市総合戦略」をしめすものです。
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人口の将来展望

２０４０年（平成５２年）に５４，０００人を確保
（合計特殊出生率 １．８ を実現）
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瑞穂市総合戦略

【位置付け】

本市の人口減少の克服と地域の自立的かつ持続的な活性化に向けた現状と
課題、めざす姿、そして最初の５年間の取組み項目を示すもの

【総合計画との関係】

総合計画を上位計画とし、整合性を図っていくもの

【戦略期間】

平成２７年度～平成３１年度までの５年間

【概念図】
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地域ブランドの創造・魅力向上
地方創生先行型 先駆的事業分（タイプⅠ）について

【趣旨】

他の地方公共団体の参考となる先駆的事業に対し、国が交付
金を交付することにより、地方版総合戦略に関する優良施策の実
施を支援する。
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